
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

長崎税関は、平成 30 年の長崎税関管内における知的財産侵害に係る差止状況をま

とめましたのでお知らせします。 

 

○ 輸入差止点数は 2,093 点、輸入差止件数は３件 

○ 輸入を差し止めた貨物の仕出国は全て中国 

○ 差し止めた貨物は、全て商標権侵害 

 

知的財産侵害物品差止実績（平成 26 年～平成 30 年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長崎税関で輸入を差し止めた侵害物品の例 

① 中国仕出し履物（商標権）    ② 中国仕出しアルミホイール（商標権） 

 

 

 

 

 

 

知的財産侵害物品の輸入差止点数が２年連続 1,000 点超え 
～平成 30 年の長崎税関管内における知的財財産侵害物品の差止状況～ 

平成３１年３月８日 

報 道 発 表 

問合せ先：長崎税関総務部税関広報広聴官 
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